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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の図柄が周面の周方向に沿って適宜配置されたリールと、該リールの周面の一
部を内側から照らすリール照明装置とを備え、前記リールは、少なくとも二種類以上の図
柄にそれぞれ対応して周面に形成され且つその形成位置が図柄の種類によってリールの幅
方向で異なる光透過部を備える一方、前記リール照明装置は、リールの幅方向における各
光透過部の形成位置に対応して複数の光源体を備え、さらに、各光源体をそれぞれ独立し
て点灯制御する制御手段を備えたスロットマシンであって、前記複数の光源体は、それぞ
れ正面側に開口を有してリールの周方向に並ぶ複数のリフレクタのそれぞれ底部に形成さ
れた切欠孔を介してリフレクタ内に臨出し且つ各光源体からリール周面までの距離が略均
一となるよう、リフレクタの背面に反った状態で取り付けられる可撓性の回路基板に実装
されて、リフレクタのそれぞれ底部に横並びに配置されると共に、該リフレクタは、各光
源体の区画領域を画定すべく、リールの周方向に沿った仕切板を光源体間に備え、しかも
、該仕切板は、リフレクタの開口までは延びないようにして形成されることを特徴とする
スロットマシン。
【請求項２】
　前記光透過部は、リールの周面の図柄部分の一部又は全部を透明又は半透明に形成した
ものである請求項１記載のスロットマシン。
【請求項３】
　所定の種類の図柄は、他の種類の図柄の幅領域から一部がリールの幅方向に突出するよ
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うに配置され、該突出部分が光透過部とされる請求項２記載のスロットマシン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数種類の図柄が周面の周方向に沿って適宜配置されたリールを回転・停止さ
せ、特定の組み合わせ図柄が有効ライン上に揃えば、所定の入賞が成立するスロットマシ
ンに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、スロットマシンは、図１に示す如く、筐体１の前面に設けられた正面パネル２
に、縦長のリール表示窓４が三つ横並びした図柄表示部３を形成すると共に、筐体１内に
、各リール表示窓４の形成位置に対応させてリール５を三つ配置した構成が一般的となっ
ている。
【０００３】
各リール５の周面には、文字、数字、図形、キャラクターなどの複数種類の図柄（図示し
ない）を表示したリールテープが貼着されており、リール５，…の回転中は、それぞれの
周面に表示された図柄がリール表示窓４内に次々に現れる一方、リール５，…を停止させ
た時は、各リール５の例えば三コマ分の図柄が、図柄表示部３に設定された上、中、下、
右上がり及び右下がりの五本の停止ラインＬ，…上に整列した状態で表示される。
【０００４】
停止ラインＬは、メダル投入口６から投入されたメダルの投入枚数に応じて順次に有効化
されて有効ラインとなる。例えば一枚のメダルが投入された時は、中央の横一本の停止ラ
インＬが有効となり、二枚のメダルが投入された時は、上、中、下の横三本の停止ライン
Ｌ，…が有効となり、三枚のメダルが投入された時は、五本全ての停止ラインＬ，…が有
効となる。
【０００５】
そして、正面パネル２の下方の張り出し面に設けられたスタートレバー７を操作して、三
つのリール５，…を回転始動させた後、各リール５に対応して設けられたストップボタン
８を押釦操作すれば、三つのリール５，…が順次停止するようになっている。この時、メ
ダルの投入枚数により有効となった停止ラインＬ，…上に特定の組み合わせ図柄が揃えば
、その組み合わせ図柄に応じた入賞が成立し、その入賞に応じて定められた所定枚数のメ
ダルが払い出される。
【０００６】
スロットマシンは、スタートレバー７を操作する度に制御部の乱数発生器で抽選を行い、
その抽選結果に応じて有効ライン上に並ばせる図柄の組み合わせを決定するという完全確
率方式を採用している。そして、抽選処理において入賞に当選すると、その入賞の種類に
応じた個別のフラグが付与される（いわゆる「フラグが立つ」と呼ばれるもの）。
【０００７】
実際には、フラグが立っていないと、ストップボタン８，…を押すタイミングが正しくて
も、特定の組み合わせ図柄を揃えることはできない。逆に言えば、フラグが立っている（
ことがわかる）と、ストップボタン８，…を押すタイミングさえ正しければ、特定の組み
合わせ図柄を揃えることは可能となる。従って、停止させたい図柄が所望位置に停止する
ようにストップボタン８，…を押す技術（いわゆる「目押し」）が重要となってくる。
【０００８】
ところが、ストップボタン８，…を押すタイミングは、熟練者でないと判別がつかず、高
速で回転するリールの各図柄を識別することが困難な初心者は、目的とする図柄を正確に
狙うことができない。そこで、目押しを容易にするための手段として、一の図柄を光透過
性としたり、あるいは一の図柄の近傍位置に光透過部を設け、リールの内側に配置される
光源体の透過光を目印とするもの（特開平６－３２７８０８号、特開平７－１００２４１
号）や、種類の異なる二の図柄にそれぞれ異なる色に着色された光透過部を設け、リール
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の内側に配置される光源体のそれぞれ着色透過光を目印とするもの（特開平１０－２９０
８５６号）が提案されている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記前者の手段の場合、透過光は一色に限定されるため、一種類の図柄に
対してのみしか適用することができず、複数種類の図柄をぞれぞれ識別することはできな
い。従って、ビックボーナス入賞、レギュラーボーナス入賞あるいは小役入賞等の複数用
意された入賞のうち、目印となる図柄によって構成される一種類の入賞（通常は、ビック
ボーナス入賞）以外の入賞は、なかなか成立させることができない（小役入賞は、フラグ
を次回に持ち越すことができないため、いわゆる「取りこぼし」が発生する）。
【００１０】
また、上記後者の手段の場合、図柄の種類に応じて透過光の色が異なるため、前者の手段
の上記問題は一見解消されるかのようであるが、実際は、リールが高速で回転することに
より、各色の透過光は、互いに色が混ざり合った状態となって遊技者に観察され、やはり
複数種類の図柄をぞれぞれ適格に識別することはできない。そして、この問題は、光透過
部を設ける図柄の種類が多くなるほど、各光透過部の間隔が狭くなるため、顕著となる。
【００１１】
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、リールの周面に配置される複数種
類の図柄をぞれぞれ適格に識別できて、目押しを容易にすることができるスロットマシン
を提供することを課題とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係るスロットマシンは、上記課題を解決すべくなされたもので、複数種類の図
柄が周面の周方向に沿って適宜配置されたリールと、該リールの周面の一部を内側から照
らすリール照明装置とを備え、前記リールは、少なくとも二種類以上の図柄にそれぞれ対
応して周面に形成され且つその形成位置が図柄の種類によってリールの幅方向で異なる光
透過部を備える一方、前記リール照明装置は、リールの幅方向における各光透過部の形成
位置に対応して複数の光源体を備え、さらに、各光源体をそれぞれ独立して点灯制御する
制御手段を備えたスロットマシンであって、前記複数の光源体は、それぞれ正面側に開口
を有してリールの周方向に並ぶ複数のリフレクタのそれぞれ底部に形成された切欠孔を介
してリフレクタ内に臨出し且つ各光源体からリール周面までの距離が略均一となるよう、
リフレクタの背面に反った状態で取り付けられる可撓性の回路基板に実装されて、リフレ
クタのそれぞれ底部に横並びに配置されると共に、該リフレクタは、各光源体の区画領域
を画定すべく、リールの周方向に沿った仕切板を光源体間に備え、しかも、該仕切板は、
リフレクタの開口までは延びないようにして形成されることを特徴とするスロットマシン
。
【００１３】
　上記構成からなるスロットマシンによれば、リールの幅方向における一部の光源体のみ
を点灯させれば、リールの回転中、該光源体の正面を通過する光透過部のみが発光するよ
うになる。この発光する光透過部は、複数種類のうちの一部の図柄に対応しており、よっ
て、遊技者は、特定の種類の図柄のみを明確に識別することができるようになる。そして
、光源体の点灯パターンは、制御手段によって変えられるものであり、この点灯パターン
の変更を以て、複数種類の図柄をそれぞれ識別することができるようになる。
　また、仕切板は、各光源体の区画領域を画定することにより、他の区画領域からの光を
遮光して、光源体同士の発光が干渉するのを抑制する機能を有するものの、リフレクタの
開口まで延びておらず、完全に隣の区画領域からの光を遮光するものではない。こうする
ことによって、図柄全体を照らす際、リールテープ上に仕切板の端縁の影が写り込むよう
なことはなく、バックライトとしての体裁は確保される。
【００１４】
この光透過部は、対応する図柄の近傍位置に形成することも可能であるが、請求項２記載
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の如く、リールの周面の図柄部分の一部又は全部を透明又は半透明に形成して、これを光
透過部とするものであってもよい。この場合、図柄そのものが一部又は全部で発光するこ
ととなり、遊技者は、特定の種類の図柄を直接的に識別することができるようになる。
【００１５】
そして、請求項３記載の如く、所定の種類の図柄は、他の種類の図柄の幅領域から一部が
リールの幅方向に突出するように配置され、該突出部分が光透過部とされるように構成す
れば、該所定の図柄が特定の種類の図柄となる場合、突出部分での高い視認性も合わさっ
て、目押しが非常に容易となる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るスロットマシンの一実施形態について図面を参酌しつつ説明するが、
本発明は、リールの図柄、リールの内側に配置されるバックライト（リール照明装置）及
びこれに関連する制御に特徴があり、その他の構成は、従来と同様であるので、図１の符
合をそのまま使用し且つその説明を省略するものとする。
【００１８】
三つのリール５，…は、図２又は図３に示す如く、筐体１内に収容されたリールユニット
９に組み込まれている。該リールユニット９は、正面が開放された中空箱状のハウジング
１０と、該ハウジング１０の内部を縦割りに三つに仕切る三枚の支持板１１，…と、それ
ぞれ支持板１１に固定され、各リール５の回転・停止制御を行う三つのモータ１２，…と
、それぞれ支持板１１に固定され、各リール５の内側に配置される三つのバックライト１
３，…とを備えている。
【００１９】
リール５は、モータ１２の駆動軸に固定され、モータ１２の駆動に伴って回転されるドラ
ム５ａと、該ドラム５ａの外周に貼着される帯状のリールテープ５ｂとから構成されてい
る。そして、リールテープ５ｂの表面には、図４に示す如く、複数の図柄（合計二十一個
の図柄であるが、一部のみを図示している）が等分間隔で配置され、各リール表示窓４に
は、リールテープ５ｂ上の連続する三コマ分の図柄が表示されるようになっている。
【００２０】
「７」図柄は、いわゆる「ビックボーナス」といった特別入賞図柄であり、「つぼ」図柄
、「チェリー」図柄及び「ぶどう」図柄は、小役入賞図柄であり、「ピラミッドの風景」
をモチーフにした図柄は、リプレイ入賞図柄であり、各図柄は、この透明フィルム材であ
るリールテープ５ｂの裏面に光透過性有色インクで印刷されて描かれている。この際、「
７」図柄は、光透過性赤色インキで着色され、「つぼ」図柄は、光透過性黄色インキで着
色され、「ぶどう」図柄は、実の部分が光透過性紫色インキで且つ葉っぱの部分が光透過
性緑色インキで着色される。
【００２１】
そして、リールテープ５ｂは、この光透過性着色インキによる各図柄の印刷後、光透過性
白色インキで背景が印刷され、最後に、「７」図柄、「つぼ」図柄の左半分、「ぶどう」
図柄の葉っぱ部分を除き、遮光性銀色インキが印刷されてマスク処理が施される。
【００２２】
また、リールテープ５ｂを中心線Ｌ１、両側線Ｌ２，Ｌ２及び中心線Ｌ１と側線Ｌ２，Ｌ
２との中間線Ｌ３，Ｌ３により周方向に沿った横並びの四つの領域に区画したとして、「
７」図柄、「チェリー」図柄及びリプレイ図柄は、両中間線Ｌ３，Ｌ３間（中央位置）に
配置され、「つぼ」図柄は、右半分が中心線Ｌ１及び左側の中間線Ｌ３間で且つ左半分が
左側の側線Ｌ２及び左側の中間線Ｌ３間に配置されるようにして、中心線Ｌ１及び左側の
側線Ｌ２間（左寄り位置）に配置され、「ぶどう」図柄は、実の部分が中心線Ｌ１及び右
側の中間線Ｌ３間で且つ葉っぱの部分が右側の側線Ｌ２及び右側の中間線Ｌ３間に配置さ
れるようにして、中心線Ｌ１及び右側の側線Ｌ２間（右寄り位置）に配置されている。
【００２３】
図５に示す如く、バックライト１３の枠部材１４は、リール５の回転方向に並ぶ三つのリ
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フレクタ１５ａ，１５ｂ，１５ｃを備えており、枠部材１４は、各リフレクタ１５がリー
ル表示窓４に表示される三つの図柄を表示する位置にそれぞれ対応するようにして、支持
板１１に取り付けられる。また、各リフレクタ１５の底面には、切欠孔１４ａが形成され
ており、枠部材１４の背面に取り付けられた回路基板１６に実装された複数個のチップ型
のＬＥＤ（光源体）１７，…が切欠孔１４ａ，…を介してリフレクタ１５内に臨出する格
好となる。尚、回路基板１６は、各ＬＥＤ１７からリールテープ５ｂまでの距離が略均一
となるよう（リールテープ５ｂと略同心円の状態となるよう）、可撓性のある材質を用い
て枠部材１４の背面に反った状態で取り付けられる。
【００２４】
ＬＥＤ１７は、赤色用、緑色用及び青色用のＬＥＤチップを備え、これらの点灯制御によ
り、赤色、緑色、青色、水色、黄色、紫色、白色からなる７色の発光態様を有する多色発
光素子である。これらのＬＥＤ１７，…は、それぞれ個別に点灯・消灯に点灯制御されて
、３行×４列のマトリクス状に配置されており、一つの行の各ＬＥＤ１７がリールテープ
５ｂの上記した四つの区画領域にそれぞれ対応して、リフレクタ１５の底面に横並びの配
置となっている。
【００２５】
また、リフレクタ１５は、中心線Ｌ１及び中間線Ｌ３，Ｌ３に対応する位置に、仕切板１
４ｂを備えている。この仕切板１４ｂは、各リフレクタ１５を区画する仕切板１４ｃと共
に、各ＬＥＤ１７毎の区画領域を画定するためのもので、他の区画領域からの光を遮光し
て、ＬＥＤ１７，１７同士の発光が干渉するのを抑制する機能を有している。
【００２６】
但し、仕切板１４ｂは、仕切板１４ｃと異なり、リフレクタ１５の開口まで延びておらず
、完全に隣の区画領域からの光を遮光するものではない。こうすることによって、図柄全
体を照らす際、一のリフレクタ１５内の四つのＬＥＤ１７，…を全点灯しても、リールテ
ープ５ｂ上に仕切板１４ｂの端縁の影が写り込むようなことはなく、バックライト１３と
しての体裁は確保される。尚、指向性の強いＬＥＤを使用すれば、仕切板１４ｂを設けな
くともよい。
【００２７】
ＬＥＤ１７の発光は、リール表示窓４から観察される。即ち、リール５の回転に伴ってリ
ールテープ５ｂが回転すれば、光透過部（「７」図柄、「つぼ」図柄の左半分、「ぶどう
」図柄の葉っぱの部分）がバックライト１３の正面（リフレクタ１５の開口）を定期的に
通過することとなるが、この光透過部に対応するＬＥＤ１７が点灯状態にあれば、該光透
過部からＬＥＤ１７の出射光が漏れ、該光透過部が発光することとなる。
【００２８】
従って、中二つのＬＥＤ１７，１７のみが赤色に点灯すれば、リールテープ５ｂの中央領
域において「７」図柄が赤色に発光し、リール表示窓４から赤色発光が観察されて、「７
」図柄がリール表示窓４を通過するタイミングを判別することができ、左のＬＥＤ１７の
みが黄色に点灯すれば、リールテープ５ｂの左側領域において「つぼ」図柄の左半分（他
の図柄よりも左方向に突出した部分）が黄色に発光し、リール表示窓４から黄色発光が観
察されて、「つぼ」図柄がリール表示窓４を通過するタイミングを判別することができ、
右のＬＥＤ１７のみが緑色に点灯すれば、リールテープ５ｂの右側領域において「ぶどう
」図柄の葉っぱ部分（他の図柄よりも右方向に突出した部分）が緑色に発光し、リール表
示窓４から緑色発光が観察されて、「ぶどう」図柄がリール表示窓４を通過するタイミン
グを判別することができる。
【００２９】
以上のように、本実施形態に係るスロットマシンによれば、特定の種類の図柄がリール表
示窓４を通過するタイミングを狙ってストップボタン８，…を押操作することにより、初
心者であっても、有効ラインＬに「７－７－７」、「つぼ－つぼ－つぼ」、「ぶどう－ぶ
どう－ぶどう」といった特定の組み合わせ図柄を揃えることが容易となる。
【００３０】
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バックライト１３の点灯制御を図６に基づき具体的に説明すると、まず、スタートレバー
７を操作した際の抽選処理において、「つぼ」入賞に当選したか否かがチェックされ（Ｓ
１０）、これがＹＥＳであれば、バックライト１３の左側領域が点灯すると共に、中央領
域及び右側領域が消灯する（Ｓ２０）。これにより、リール５の回転中における「つぼ」
図柄が強調され、目押しが容易となって、「つぼ」入賞の取りこぼしを抑えることができ
る。
【００３１】
Ｓ１０がＮＯの場合、「ぶどう」入賞に当選したか否かがチェックされ（Ｓ３０）、これ
がＹＥＳであれば、バックライト１３の右側領域が点灯すると共に、中央領域及び左側領
域が消灯する（Ｓ４０）。これにより、リール５の回転中における「ぶどう」図柄が強調
され、目押しが容易となって、「ぶどう」入賞の取りこぼしを抑えることができる。
【００３２】
Ｓ３０がＮＯの場合、ボーナス入賞に当選したか否かがチェックされ（Ｓ５０）、これが
ＹＥＳであれば、バックライト１３の中央領域が点灯すると共に、右側領域及び左側領域
が消灯する（Ｓ６０）。これにより、リール５の回転中におけるボーナス図柄が強調され
、目押しが容易となって、ボーナス入賞を早期に成立させることができる。
【００３３】
Ｓ５０がＮＯの場合は、はずれか他の小役入賞に当選しており、この場合は、特に目押し
補助を行うようにはなっていないため、バックライト１３は、白色に全点灯する（Ｓ７０
）ようになっている。
【００３４】
そして、次に、ゲームが終了したか否か（入賞が成立した場合は、払出処理が完了したか
否かまで）がチェックされ（Ｓ８０）、これがＹＥＳの場合、バックライト１３は、初期
状態に復帰するとして、白色に全点灯する（Ｓ９０）ようになっている。
【００３５】
尚、この例では、全リール５に対して、バックライト１３の点灯パターン変更処理を実行
するようにしているが、例えば左側のリール５に対してのみ、あるいは中央のリール５に
対してのみ、あるいは何れか二つのリール５，５に対してのみ、バックライト１３の点灯
パターン変更処理を実行するようにしてもよい。
【００３６】
何れにしても、バックライト１３の点灯パターンが変更されるということは、入賞当選の
告知として機能するものであり、この意味で、完全告知（入賞に当選すれば、必ずその旨
を告知すること）としない場合は、バックライト１３の点灯パターン変更処理を実行する
か否かの抽選処理を実行する必要がある。そして、変更された点灯パターンに従ってリー
ル５の停止操作を行ったが、対応する入賞が成立しないといった、いわゆる「ガセ」演出
を行うようにすれば、スロットマシンの趣向性を高めることができる。
【００３７】
また、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範
囲で種々の変更が可能である。
【００３８】
例えば、上記実施形態においては、ＬＥＤ１７，…を３行×４列のマトリックス状に配置
するものであるが、行数や列数は特に限定されない。要は、二種類以上の図柄をリール５
の回転中においても明確に識別できるよう、光透過部の位置を図柄の種類毎にリール５の
幅方向（リール５の回転方向と直交する方向）にずらして形成すると共に、この位置に対
応して、バックライト１３の光源体をリール５の幅方向に少なくとも二個以上設けるよう
にすればよいのである。
【００３９】
その意味では、一のリール表示窓４に対して縦並びの三つのバックライト１３，…の全て
において、点灯パターン変更処理を実行する必要は無く、一又は二のバックライト１３の
みであってもよいし、また、光源体としては、ＬＥＤ以外に、ランプ、液晶あるいはＥＬ
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素子等、公知の光源体を採用することができる。
【００４０】
また、ランプや単色発光ＬＥＤ等の単色光を光源体として使用する場合は、リール５の光
透過部に着色を施すのが図柄識別性の観点からより好ましいが、図柄の種類に応じて光透
過部の形成箇所が異なり且つその形成箇所に応じた光源体のみしか発光しないようになっ
ているから、単色光の光源体であり且つ光透過部に着色を施されていなくとも、発光する
光透過部の横方向における位置の違いを以て、二種類以上の図柄をリール５の回転中にお
いても明確に識別することができるようになる。
【００４１】
また、上記実施形態の如く、多色発光ＬＥＤを用いる場合であっても、敢えて光透過部に
着色を施さずとも、多色発光ＬＥＤを有色発光させることにより、光透過部を有色発光さ
せて、図柄識別性を高めることができる。
【００４２】
また、上記実施形態においては、図柄の全部又は一部を光透過部としているが、図柄の中
あるいは図柄の近傍位置に丸形や方形や楕円形といった光透過部を形成するようにしても
よい。
【００４３】
また、上記実施形態においては、リール５は、ドラム５ａとリールテープ５ｂとから構成
されているが、リールの具体的構成はこれに限定されるものではなく、例えばドラムの周
面に直接図柄を形成するようなリールであってもよい。
【００４４】
また、上記実施形態においては、同一種類の図柄が三つ並ぶと入賞が成立するようになっ
ているが、入賞成立となる組み合わせ図柄は、これに限定されず、例えば「７－ぶどう－
ぶどう」や「つぼ－ぶどう－７」という具合に、異種の図柄で構成されるようにしてもよ
い。この場合、点灯パターンがリール５毎に変化するようになるのは言うまでもない。
【００４５】
また、光透過部は、対象となる種類の図柄全てに対して形成する必要は無く、例えば「つ
ぼ」図柄や「ぶどう」図柄等、一のリール５に同一種類の図柄が複数配置されているもの
に対しては、その中の何れか一つの図柄に対してのみ光透過部を形成するようにしてもよ
い。この場合、光透過部の発光周期とリール５の回転周期とが同期するため、図柄識別性
がより高められる。
【００４６】
さらに、告知対象の光透過部に対応するＬＥＤのみを点灯する際、他の光透過部に対して
も同時にＬＥＤで白色点灯させてもよい。また、点灯に限らず点滅告知でもよい。さらに
、ボーナスフラグ成立時に小役フラグが立つなど、複合役を告知するときには、各図柄別
に同時若しくは交互に点灯させてもよい。
【００４７】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、図柄の種類に対応した複数の光透過部のうち、一部の光透
過部のみを発光させることが可能であり、この場合、特定の種類の図柄のみ（特定の光透
過部のみ）が視覚的に強調されることとなるため、遊技者は、特定の種類の図柄の目押し
が容易となって、不測な取りこぼしを無くすことができるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態に係るスロットマシンの外観斜視図を示す。
【図２】同実施形態に係るスロットマシンの内部正面図を示す。
【図３】同実施形態に係るリールユニットの分解斜視図を示す。
【図４】同実施形態に係るリールの図柄配列の一部の平面図を示す。
【図５】同実施形態に係るバックライトであって、（イ）は、側面図、（ロ）は、正面図
を示す。
【図６】同実施形態に係るバックラインの点灯制御のフローチャートを示す。
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【符号の説明】
４　　　リール表示窓
５　　　リール
９　　　リールユニット
１３　　バックライト
１４　　枠部材
１４ａ　切欠孔
１４ｂ　仕切板
１４ｃ　仕切板
１５　　リフレクタ
１６　　回路基板
１７　　ＬＥＤ

【図１】 【図２】
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